
フォトきらら

海きらら館内で撮影した一押しの生き
物の写真を募集します。インスタグラ
ムで同リゾートをフォローして「＃フォ
トきらら 2020」「＃イチオシの生きも
の」を付けて写真を投稿してください。
期間　9 月 1 日㊋～ 11 月 30 日㊊
※入賞作品は館内に掲示し、SNS でも

紹介します。
※詳しくは公式サイトをご覧ください。

九十九島遊覧船パールクィーン
秋の特別クルーズ  観月会

九十九島の夕景と中秋の名月を遊覧船
から愛でる特別クルーズです。琴の調
べが流れる船内で月見弁当や月見団子
を楽しめます（ワンドリンク付き）。
日程　9 月 30 日㊌ 17 時 5 分頃出航

予定（約 1 時間 15 分）
対象　高校生以上
料金　4,000 円　※九十九島 CLUB 会

員は割引あり。
定員　60 人（相席の場合あり）
申込　9 月 27 日㊐までに電話で九十九

島遊覧船事務所（☎ 28-1999）へ

最西端・化石ウォーク
日程　10 月 17 日㊏ 14 時～ 16 時

※荒天中止。
場所　魚見崎海岸（小佐々町楠泊）
対象　小学 3 年生以上（小学生は保護

者同伴）
料金　1 人 300 円（保険料を含む）
定員　20 人（応募多数の場合抽選）
〆切　10 月２日㊎必着
※申し込み方法など詳しくはお尋ねを。

秋の特別展「秋の鳴く虫展」
9 月 19 日㊏～ 11 月 29 日㊐の期間中、
スズムシやコオロギなど秋に鳴く虫た
ちが大集合。会場で実際に虫の鳴く音
を聞き、音が鳴る仕組みを学べます。
❶昆虫を食べてみよう！

日程　期間中の日曜 14 時～
定員　各日 10 組（希望者多数の場合

抽選）
❷昆虫写真家・栗林 慧

さとし
先生の秋の鳴

く虫講演会
日程　10 月17日㊏12時 30 分～13時
※申し込み不要。
❸栗林先生と行く昆虫観察会

日程　10 月17日㊏13時～13時 30 分
定員　30 人（応募多数の場合抽選）

　申込　9 月 19 日㊏～ 27 日㊐に公
　　　　式サイト予約フォームから申
　　　　し込んでください
料金　全て無料（入園料が別途必要）

国際レッサーパンダデーイベント
「スペシャル氷のプレゼント」

レッサーパンダに果実入りの氷をプレ
ゼントした後に、飼育スタッフがガイ
ドを行います。
日程　9 月19 日㊏ 14 時～ 14 時 30 分
料金　無料（入園料が別途必要）

祝 22 歳  アサヒのお誕生日会
10 月 10 日㊏で 22 歳を迎えるライオ
ン「アサヒ」の健康の秘訣を紹介した
り、ジビエをプレゼントしたりします。
日 程　10 月 10 日 ㊏ 12 時 45 分 ～

13 時 15 分
料金　無料（入園料が別途必要）
※アサヒの体調や天候など、都合に

よって中止する場合があります。

幼児のためのプラネタリウム
日程　9 月 20 日㊐ 12 時 10 分～ 12 時

40 分、13 時～ 13 時 30 分
内容　こぐま座のティオ  星空だいぼ

うけん
料金　高校生以上 320 円、4 歳～中学

生 150 円　※ 3 歳以下無料、4
歳以上の未就学児は大人 1 人に
つき 1 人無料。

定員　各回 30 人
申込　9 月 10 日㊍ 9 時以降に電話で

少年科学館へ

プラネタリウム
（投映時間約 45 分、火曜、祝日休館）

山村壽
ひさお

男写真展
日程　9 月 1 日㊋～ 30 日㊌

今月のおすすめ図書

もりのえほん
安野光雅 作（福音館書店）

この絵本には文字がなく森の風景が描
かれています。しかし、じっと見つめ
ていると木や草むらに動物たちが隠れ
ていることに気付くはず。美しい隠し
絵の森に夢中になる 1 冊です。

市立図書館  ☎ 22-5618

九十九島動植物園  ☎ 28-0011九十九島パールシーリゾート ☎ 28-4187
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問職員課　☎ 24-1111　

人事行政の運営等の状況
「佐世保市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、市職員の給与や職員数、勤務条件
などについてお知らせします。詳しい内容は市ホームページに掲載していますのでご覧ください。

1 職員の任免・職員数に関する状況
①採用・退職（令和元年度）
　採用 72 人、退職 101 人

②採用試験（令和元年度）
項目 受験者数 合格者数 倍率

事務職 170 人 37 人 4.6 倍
その他 146 人 49 人 3.0 倍

③職階別職員数（令和 2 年 4 月 1 日現在）
男 女 計 構成比

部 長 職 24 人 3 人 27 人 1.1％
次 長 職 66 人 7 人 73 人 3.0％
課 長 職 112 人 19 人 131 人 5.4％
課 長 補 佐 職 174 人 32 人 206 人 8.4％
係 長 職 541 人 256 人 797 人 32.5％
一 般 職 862 人 293 人 1,155 人 47.1％
再 任 用 48 人 14 人 62 人 2.5％
合 計 1,827 人 624 人 2,451 人 100.0％

2 職員の給与の状況
①人件費（平成 30 年度普通会計決算）

 歳出決算額 118,935,923 千円（実質収支 3,573,123 千円）

  うち人件費 　18,110,742 千円（歳出決算額の 15.2％）

  うち職員給与費 　12,071,359 千円（職員 1 人当たり 5,795 千円）

※実質収支＝歳入決算額から歳出決算額を差し引き、その額から翌
年度へ繰り越す財源を除いた額のことで、その年度までの累積黒
字（赤字）額を表すもの。

②学歴別初任給と平均給料の状況（一般行政職）

区分 初任給
経験年数

10 年 15 年 20 年

高校卒 150,600 円 218,000 円 269,600 円 294,957 円

大学卒 182,200 円 256,785 円 302,357 円 354,776 円

※令和 2 年 4 月 1 日現在。

③平均給与月額（一般行政職）

区分 平均年齢 平均給料 平均給与
（国ベース）

佐 世 保 市 42.0 歳 323,500 円 356,722 円

長 崎 県 43.6 歳 321,500 円 355,785 円

国 43.4 歳 329,433 円 411,123 円

※平成 31 年 4 月 1 日現在。
※平均給与（国ベース）＝国の公表値に含まれていない時間外勤務

手当や特殊勤務手当等を除いた給与額。

④職員手当の状況
手当の名称 内容（額はいずれも月額）

扶養手当 ・配偶者 6,500 円　・子 10,000 円
・配偶者・子以外の扶養親族各 6,500 円
・16 歳～ 22 歳の子の加算額 5,000 円

住居手当 ・月額 16,000 円を超える家賃を支払っている職員に最高
28,000 円まで支給

通勤手当 ・バス等の交通機関利用者には運賃に応じ、1 カ月当たり
最高 55,000 円までの実費を支給

・マイカー等の交通用具利用者には、通勤距離に応じ、
2,500 円～ 31,600 円を支給

時間外勤務
手当

・一人当たり平均支給月額
  16,233 円（令和元年度実績）

期末勤勉
手当

・期末手当 2.6 月分（6 月期 1.3 月分、12 月期 1.3 月分）
・勤勉手当 1.9 月分（6 月期 0.95 月分、12 月期 0.95 月分）

退職手当 　　　　　       勤続 20 年　         勤続 35 年          最高支給限度
自己都合              19.6695 月分      39.7575 月分　     47.709 月分
定年・勧奨         24.586875 月分　    47.709 月分　     47.709 月分
※令和元年度退職者平均支給額 16,022 千円。

3 特別職の報酬等の状況（令和 2年 4月 1日現在）

区分 給料・報酬 期末手当

市 長 1,058,000 円 6 月 1.675 月分、12 月 1.725 月分
副 市 長 873,000 円 〃
議 長 662,000 円 〃
副 議 長 602,000 円 〃
議 員 563,000 円 〃

4 勤務時間・休日・休暇等の状況
項目 内容

年次有給休暇 平均年間取得日数 12.0 日（平均取得率 30.7％）
特 別 休 暇 骨髄提供のための休暇、結婚、私傷病、妻の出産、

子の看護、夏季休暇、忌引など
育 児 休 業 令和元年度の新規取得者 29 人
介 護 休 暇 令和元年度の取得者数 1 人

5 職員の分限処分・懲戒処分の状況（令和元年度）

分限処分
（人）

降任 休職 免職 失職 計
3 36 0 0 39

懲戒処分
（人）

戒告 減給 停職 免職 計
0 1 0 1 2

※分限処分＝地方公務員法に基づき、職員の勤務実績不良や病気・けが
などで職務に堪えないと判断された場合に行う処分。

※懲戒処分＝地方公務員法に基づき、服務規律の確保のために、法令違
反などの行為があった職員に対し、懲罰として行う処分。


